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ベトナムでは、大学生の約 70%を理系人材が占めるなど豊富な理系人財を有しており、

ベトナム国内の日系現地法人だけでなく、日本本社でのベトナム人理系人財の登用も目立

つようになってきた。こうしたベトナム人理系の高度技術者にターゲットを絞り人財育成

を行い、日本企業本社へ人財供給を行っている KAIZEN 吉田スクールを訪問した。 

 

KAIZEN 吉田スクールは、ホーチミン市タンビン区にありタンソンニャット空港にも近

い Xuan Hong 通りに位置する。 

同校は百年先の未来に向けて、日越両国を強力なパートナーとして結びつけ､両国の発展

と、世界における重要な役割を約束していきたいという想いのもと、ベトナムの将来を支

える志ある人財に対し、ベトナムの中長期的な発展に必要な日本の知恵や経験を伝え、日

越両国のトップ人財と交流する場として創立した。 

（株）アクティブリッジ（本社東京都）のレ・ロン・ソン社長が 2002 年から、現場技能

者向けの事前日本語教育をホーチミン市にて開始したことを端緒とし、その後、少子高齢

化にあえぐ日本の製造業とホーチミンで不足している管理者・技術者層を補って Win-Win

の形を作るべく、高度技術者養成コースを 2008 年に設立した。 

 

 KAIZEN 吉田スクールは、日本での勤務またはベトナム現地日系企業での勤務を目的と

したベトナム人人材の育成を行っている。技術者・管理職を育成する高度技術者養成コー

スと現場技能者を育成する部門からなっており、技術者 21 名、現場技能者は約 260 名が所

属している。教員は、日本人講師はビジネス経験者と日本語専門職者を合わせて 6 名、ベ

トナム人講師 16 名の体制となっている。 

また、KAIZEN 吉田スクールの高度技術者養成コースでは、将来ベトナムのリーダーと

なるべき理系トップ人材の育成に特化している。高度技術者養成コースの学生は、ベトナ

ム中部・南部トップ８大学から約 2,000 名の応募を受け、そこから数段階にわたる選抜を

経て選ばれた、電気・電子、機械、自動制御、IT などの分野の少数精鋭 40 名のクラスであ

る。 

 

カリキュラムは、日本語学習を基本としてビジネスマナー、日本企業で働くためのマイ

ンド教育、文化理解教育を行っている。高度技術者養成コースでは、加えてロジカルシン

キング、自己分析とキャリアプランニング、日本・世界の専門技術分野や産業・経済をリ

サーチするプロジェクトワークなどを行っている。教育上最も大事にしているのが、「信頼

を重んじるメンタリティーを持っているか」、「長期的な成功のためにキャリアを見据えた

考え方をできるか」という意識、「日本企業で働く際に必要な仕事に対する考え方・マナー」

というビジネスマインド、そして日本企業で即戦力となる日本語力である。 

 

１．インタビュー   

    ～高度技術者養成を行い、日本へベトナム人理系人材を供給～ 

執筆：みずほ銀行国際営業部 
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高度技術者養成コースの学生は、ほぼ日本語会話には不自由をしないレベルに達してい

る。ベトナムで日本語検定試験を受けるベトナム人は年々10%を超える割合で増加しており、

2009 年には 1 万 5 千人を超えるなど日本語習得熱は高まっているが、ここまで日本語の水

準の高いベトナム人はそう多くはない。実際に、学生と会話する中で驚いたことは、金融

機関の融資制度、不動産市場、リーマンショックの影響などに関わる高度な質問を受ける

など、幅広な知識水準は極めて高いことである。 

同コースは、日本国内の大手家電メーカーに入社を果たした人材など、優秀な人財を多

数輩出している。彼等の中から将来、ベトナムやアジアを代表する企業を起こす人財が必

ず出てくるだろう。 

 また KAIZEN 吉田スクールでは今後、マネジメント人財、アドミ人財などの育成にも積

極的に展開していく。日本とベトナムの架け橋となる人財を数多く輩出する「親日派の総

本山」としての機能をますます充実させていく予定だ。 

 

 

 

（みずほ銀行国際営業部国際アドバイザリーチーム調査役 浅野英治） 
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【連絡先】 

株式会社アクティブリッジ 

〒150-0011 東京都渋谷区東 4-13-1 

電話 +81(03)5774-1477 

担当：池邊（いけべ） sikebe@actibridge.com 

 

KAIZEN 吉田スクール 

79 Xuan Hong, F12, Tan Binh, HCMC 

電話 +84(82)229-2950 

担当：里村（さとむら） ysatomura@actibridge.com 

 

 

 

２．ベトナム投資 Q&A 

本コーナーでは、ベトナム投資に関してお客さまからよくいただくご質問について Q&A方

式でご紹介します。 

執筆：株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

 

Q：  

 

 

A：

 

 

① 雇用主からの一方的な労働契約解除が認められるケース 
1 一方的に労働契約を解除することができる。 

a） 労働者が頻繁に労働契約に定めた業務を遂行しないとき  

b） 労働者が本法第 85 条2に従って懲戒解雇処分を受けたとき 

c）  

- 12  

- 12 36 6  

- 12 1/2  

                                                   
1 労働法の第 17条及び 38 条 

2 労働法第 85 条: 懲戒処分としての解雇は、次に掲げる事由に該当する場合に限り適用されるものとする。 

a)  労働者が窃盗、横領、技術及び企業秘密の漏洩その他の行為をすることにより、企業の財産及び利益に重大な

損害をもたらしたとき 

b)  懲戒処分として昇給待機期間の延長若しくは懲戒処分としての配置転換の制裁を受けた労働者が、当該懲戒処

分が解除されていない場合において、当該懲戒処分の期間中に同一の労働紀律に違反したとき、又は従前の職

務から除外されている期間、常習者として違反行為を行ったとき 

c)  労働者が正当な理由なく、1 ヵ月に合計 5 日又は１ヵ年に合計 20 日、欠勤をしたとき 

mailto:sikebe@actibridge.com
mailto:ysatomura@actibridge.com
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d） 天災、火災又は政府が定めたその他の不可抗力事由が発生した場合において、雇

用主がこれを克服するためのあらゆる努力を尽くしたが、生産の縮小及び人員削

減を行わざるを得ないとき 

e  企業、機関又は組織が活動を終結させたとき 

f   

a b c 事前に労働組合執行部と協議し、合意を得る必要がある。 

 

 

i  労働者が病気、業務上の事故又は職業病のため、医師の指示に従って治療又は療

養中であるとき 

ii  労働者が年次有給休暇、個人休暇その他雇用主の認める休暇中であるとき 

iii  結婚・妊娠による休暇及び 12ヵ月未満の子供の育児中であるとき 

 

② 退職金 

雇用主は労働者を解雇する場合、労働者に対し退職金を支払う義務がある（85条の a

及び b 項により解雇した場合を除く）。一般的に 12ヵ月以上勤務した労働者に対しては、

勤続１年につき月給の半月分の退職金を支払う必要があるが、上記の f の理由

2  

 

③ 事前通知期間 

一方的に労働契約を解除する場合、雇用者は以下の期間よりも前に労働者に通知しなけ

ればならない（85条に従って解雇した場合を除く）。 

a） の場合：45 日以上前 

b） 12ヵ月から 36ヵ月までの労働契約の場合：30日以上前 

c） 12ヵ月以下の季節的な業務又は特殊な業務の契約の場合：3 日以上前 

 

④ 違法解雇の場合の雇用者の義務 

 

- まず、雇用主は労働者を契約書に定められている地位に復帰させなければならな

い。さらに労働者に対して、不当に解雇された期間の給料及び手当（ある場合）

以外に、最低 2 ヵ月分の給料及び手当（ある場合）に相当する賠償金を支払う。 

- 労働者が元の地位に戻ることを拒否した場合、雇用主は労働者に対し、上記の賠

償金以外に退職金を支払わなければならない。 

- 雇用主が労働者を復帰させることを認めず、労働者も同意する場合には、上記の

賠償金及び退職金以外に、両者は賠償金について協議し、決定しなければならな

い。 

 

上記の通り、一度締結してしまった労働契約を解除することは難しく、それでも解雇する

場合のコストは高額となってしまう。従って、労働者の採用、試用期間中の労働者の能力

の見極め、また労働期間の決定の際には慎重な検討を勧める。 
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【問い合わせ先】 

株式会社 SCS国際会計事務所グループ SCS(VIETNAM）CO., LTD.  

ホーチミン   實原 享之 takayuki.jitsuhara@scsglobal.com.vn       +84- 8- 3827- 8096 

ハノイ       前田 昌良 masayoshi.maeda@scsglobal.com.vn      +84- 4- 2220- 0334 

 

 

 

３．人事･労務「企業の人材配置に係る要素 ～学歴～」 

人材確保やストライキの発生など人事・労務への取り組みがベトナムに進出した日系企業

にとって大きな課題となっています。本コーナーでは、具体的にどのような取り組みを考

えればいいかについてご紹介します。 

執筆：株式会社アクティブリッジ 

 

ベトナムで人材採用に関わっていると、「ベトナム人の採用にあたっての基準を知りた

い」というご要望をいただくことが多数あります。給与水準、転職をしない人材の傾向、

育成プログラムの在り方等、会社の根幹となる人材採用にあたっては、ベトナム現地にお

いても様々な注意が必要となります。その中でも今回は、現地人材の人員配置における注

意点をご紹介したいと思います。 

 

 ベトナムでは、学歴が日本以上に大きな武器です。就職の際に学歴が重視される傾向は、

薄れているとはいえ日本も同じです。ただし、日越間で大きく異なるのは、日常業務上で

の学歴重視の度合です。日本の場合、学歴がものを言うのは就職までで、かつ、大学卒が

必ずしも仕事のクオリティーが高いわけではないという共通認識があります。ベトナムで

は、この共通認識がまだ存在しません。昨今、ハノイやホーチミン市の都心部で教育熱が

高まり、進学塾へ通う子どもが増加しているとはいえ、未だ大学進学率は 10％以下が現実

です。その中で大学に進学する人々には、良くも悪くもエリート意識が芽生えます。彼ら

は、国を発展させる使命感を持つ一方で、中卒や高卒の人々に対する優越意識が強く、自

ら進んでその格差を埋めようというアクションをとることはあまりありません。 

 儒教精神にともなう年功序列がベトナム人の特徴として強調されていますが、近年では、

それに対し学歴至上主義も顕著となってきています。 

  

 こうした中で企業でも、マネジメントで学歴至上主義は無視できません。以下に、日系

奇病学歴によって起きた問題事例を 2 例あげたいと思います。 

 〔企業 A（ホーチミン市）〕 

業種：板金加工 

操業：2006年 

工場長：ベトナム人（高卒） 

 問題発生前：創業から 1 年間は、工場長以外は外国人研修生制度により日本で研修を行 

   い帰国した人材（高卒）3 名で運営。 

 起因：規模拡大により、会社側は工場長の下で補佐するベトナムの現地で理工系大学卒

のマネージャー人材を採用（日本で研修した 3 名全員は工場長より年下）。 

 問題：採用したマネージャーが工場長を無視し、勝手に部下のマネジメントを始めた。
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工場長が孤立したことにより、日本側への報告も実態を伴っていないものになり、

現地の運営状況が見えにくくなってしまった。 

 

  

 〔企業 B（ビンズオン）〕 

 業種：機械加工 

 操業：2008年 

 工場長：日本人 

 起因：立ち上げの際に 30 名募集し、能力が高いと思われた人材を採用。 

 問題：操業開始から間もなく、従業員の中で 3 つのグループができた。 

    （大卒、南部中・高卒、北部中・高卒） 

    3 グループで対立し、仕事にも支障が出てきた（業務中の喧嘩、いじめによる欠勤

等）。大卒グループが南部グループを取り込んで従わせ、北部グループに嫌がらせ

を行っていたことが発覚。1 年後、北部グループが全員離職。 

 

 今回は「学歴」を例にあげましたが、現地人材の採用にあたって、1 人 1 人の能力や人間

性を見るだけでなく、ベトナムで重要視されている各要素に基づいて、全体のバランスや、

上に立つ者がマネジメントしやすい環境をいかに構築するかが、ベトナムで企業運営の成

功可否につながると思われます。 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社アクティブリッジ ベトナムグローバル人材コンサルティング室 

谷口 正俊 ＋81(03)5774- 1477 E- Mail: info@actibridge.com  

 

 

 

４．ベトナム法務「BOT、BTO、BTプロジェクトに関する新しいDecree」 

ベトナムでの事業展開にあたっては、現地特有の法律・規制にもとづく対応が求められま

す。本コーナーでは、ベトナムビジネスにおいてとくに焦点となっている法務問題をご紹

介してまいります。 

執筆：ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所 

 

ベトナムがより多くのインフラ整備の更なる拡充と促進を求めていることは周知の事実

である。しかし、これまでのところ、建設･運営･譲渡方式（BOT）、建設･譲渡･運営方式（BTO）、

建設・譲渡方式（BT）に関する契約およびプロジェクトの規制が、ベトナム当局が望むよ

うな速度での上記インフラ整備の充実に十分寄与できているとは言い難かった。 

そのため、BOT、BTO、BT契約に関する Decreeは 2、3 年前に制定されたばかりであった

にもかかわらず、ベトナム政府は、最近になって BOT、BTO、BT契約に関する新しい Decree

を公布した。2007年 5 月 11 日付け Decree 78- 2007- ND- CP(「旧 Decree」) に取って代わる

ものとして、BOT、BTO、BT契約に基づく投資に関する Decree 108- 2009- ND- CP(2009年 11

月 27日公布) ( 「新 Decree」) が 2010年 1 月 15日に施行された。 
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投資証明書の許可当局について 

旧 Decreeの下では、ベトナム計画投資省（MPI）がすべての BOT、BTO、BTプロジェクト

を承認しなければならないとされていたため、BOT投資家が投資証明書の取得申請を行う場

合、その取得に関して障害が見受けられた。旧 Decreeの 17条では、MPIが評価と投資証明

書の発行について最終責任を持つものとみなされていたためである。 

しかし、新 Decree24条では、MPIが投資証明書を発行しなければならない BOT、BTO、BTプ

ロジェクトのタイプを 3 つに特定し、それ以外の BOT、BTO、BTプロジェクトに関する投資

証明書は省政府が発行することを認めている。MPIによる投資証明書の発行が義務付けられ

ている上記 3 つに該当するプロジェクトは次のものである。 

 

(1) 国家上重要なプロジェクト 

(2) 中央政府の省庁（もしくはその部門）がプロジェクト関連契約の締結権限を有するプロ

ジェクト 

(3) 中央政府の管轄の下で二つ以上の省または市にわたって実行されるプロジェクト 

 

政府作成のプロジェクトリストと投資者提案のプロジェクトについて 

また、新 Decreeは、さまざまな投資家が参加できるようにするために、中央政府の各省

庁および省政府は、毎年 1 月に BOT、BTO、BTプロジェクトのリスト（プロジェクト・リス

ト）を発行することと規定している。さらに、投資家の方からプロジェクト･リストに記載

のないプロジェクトを提案することが認められており、その場合当該プロジェクトの関連

当局に対して詳細な申請書を提出するよう求められる。しかし、当該プロジェクトが関連

当局によって承認された場合には、関連当局は、当該プロジェクトを上記プロジェクト･リ

ストに追加しなければならないとされている。これにより、当該プロジェクトに関心のあ

る投資家が当該プロジェクトに参加する道を開いている。 

 

資本金に関する要件について 

最後に、新 Decreeの下でも、BOT、BTOまたは BTプロジェクトに参加しようとする投資

家の最低資本比率が引き続き要求されているが、新 Decreeはつぎのような変更を行ってい

る。 

総投下資本金額（Total Investment Capital ）が 1 兆 5000億ドンまでである BOT、BTO、

BTプロジェクトの場合、最低資本金額は、総投下資本金額の 15％である。旧 Decreeでは、

20％を要求していた。 

しかし、総投下資本金額が 1 兆 5000億ドン超の場合、プロジェクトの総投下資本金額の

うちの 1 兆 5000億ドン部分の 15％と、総投下資本金額のなかで 1 兆 5000億ドンを超える

分に相当する額の 10％の合計額が最低資本金額が必要とされる。これは、総投下資本金額

が1兆5000億ドン超の場合はその 10％としていた旧Decreeの要求よりも高いものである。 

念のために触れておくと、「総投下資本金額」とは、資本金額（Charter capital ）と全

ての借入れ額（将来分も含む）の合計額である。 

政府は、上記で言及した以外にも、新 Decreeの下で、BOT、BTOおよび BTプロジェクト

に関する法規制の変更･改正を行っており、上記で言及した事項はその一部に過ぎない。上
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記で述べたような投資証明書発行に関して投資家にとって前進のように見える変更を行う

一方で、最低資本金額の増額など後退とも取れる変更が行われており、新 Decreeがベトナ

ムのインフラ整備計画の更なる拡充・促進をもたらすのかは今後の展開を注視する必要が

ある。 

 

【問い合わせ先】 

ケルビン･チア･パートナーシップ法律事務所 

ホーチミン 森 ＋84(91)826 3708 

シンガポール 丸茂 ＋65(96)171 561 

 

 

 

５．実務に役立つベトナム税務 Q&A  

第 12 回「2009年度給与所得のための年末調整・確定申告」 

執筆：税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 

 

ベトナム国税庁は 2010 年 2 月 8 日付で 2009 年度に係る個人所得税の年末調整・確定申

告に関するガイダンス（No.451/TCT-TNCN 公文書）を交付しました。今回はこのガイダ

ンスの給与所得に関するポイントを説明します。 

 

1． 対象者 

ü 給与支払いを行う組織または個人 

ü 給与所得者のうち、2009 年度に係る納付すべき税額が源泉徴収または臨時納付さ

れた税額より大きいベトナムの居住者 

ü 2009 年度の税金還付または 2009 年度税金還付額を 2010 年度の納税額に充当する

ことを要請する者 

 

2．申告期間 

ü 2009 年 12 月 31 日から 90 日以内の期間。 

ü ベトナムに 2009 年以降初めて入国するベトナム居住者である外国人は、ベトナム

に滞在する日数が暦年で 183 日未満だが入国日から起算して連続する 12 カ月で

183 日以上となる場合、当該 12 カ月の最終日から 90 日以内の期間。 

 

3．対象となる所得 

ü 2009 年 7 月から 12 月に支給された 2008 年までの勤務に係る給与、賃金、賞与 

ü 2009 年 7 月 1 日から 2009 年 12 月 31 日までに発生した 2009 年中に支払われた給

与 

ü 2009 年 7 月から 2009 年 12 月までの賞与 

ü 2009 年中に支払われた第三・第四四半期の賞与 

ü 2009 年中に支払われた年次賞与の 2 分の 1 の金額 

ü 2009 年 7 月から 12 月に支払われたその他の現金・現物での経済的利益 
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4．申告の際の控除項目 

ü 社会保険料、健康保険料、雇用保険料 

o 2009 年 7 月から 12 月までの実費額又は年内に一括支払いすればその金額の 2

分の 1 の金額 

ü 人的控除 

o 基礎控除である 2400 万ドン 

o 扶養者の人数・控除対象となる月数（2009 年 7 月から同年 12 月までの 6 カ

月）・一人当たり月額 160 万ドンに基づいて計算される扶養控除 

ü 慈善目的、人道目的、奨学目的での寄付金については、2009 年 7 月から 12 月まで

の実費額 

 

5．納付すべき税額の計算方法 

5.1．概要 

  Step1.  平均の給与月額の課税所得を算出する（2009 年 7 月から 12 月までの課

税所得合計額÷６カ月） 

 Step2.   累進税率表に基づき、月次での納付すべき税額を計算する 

  Step3.   2009 年 7 月から 12 月までの納付すべき税額の合計額を計算する

（Step2 で求めた金額×6 カ月） 

 

 

5.2．特別な留意点 

ü 経済特区で役務提供を行うことにより納付税額の 2分の 1 が減額される所得のほか、

これ以外の所得を同時に得る者は、経済特区で役務提供することに伴う減税額は、

以下の算式により求められます。 

 

個人所

得税の 2

分の1の

減税額 

= 50% x 

納付すべき税額

の合計 

（2 分の 1 の減税

前） 

x 

経済特区で発生する所得 

------------------------------------- 

2009 年 7 月～12 月の合計

所得 

 

ü ベトナム国外で発生する所得に関し外国税法に基づき納付した税額は、ベトナムで

の税額計算上控除可能です。具体的な計算方法は、本ニュース Vol18 をご確認くだ

さい。 

 

ベトナム居住者に該当する駐在員の方々は、上記のような 2009 年度に係る個人所得の免

税措置を十分考慮した上で個人所得税を計算して頂くことになりますが、個別具体的な事

例につきましては専門家にご相談されることをお薦めします。 

 

 

【問い合わせ先】 

税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 東京事務所 

ヴ ティ フオン リン  
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＋81‐3‐3541‐6863 E-Mail:v.linh@fairsolution.or.jp（日本語対応可） 

F.S.C. Vietnam., JSC ハノイ事務所 

レ ホアン アイン  

＋84‐4‐39744840 E-Mail:anh.le@fairsolution.vn（日本語対応可） 

＋84‐903253935（携帯電話） 

 

 

 

2 月後半と 3 月前半の USD/VND レート：シーリングレート3と市中取引レートの乖

離幅は縮まってきたものの、ドル供給量は依然として少ない状況が継続。 

 

通達 03/2010/TT-NHNN
4がベトナム中央銀行より発表され、VND が対 USD で 3.25％

切り下げることになった。直後の USD/VND レート(市中レート)は 3%ほどドン安が進

行した。2 月 10日の市中取引レートは USD = VND18,485（2 月 10日）であったが、通

達発表後は、USD = VND19,050（11日）、USD = VND19,070（12日）となった。当地で

は、2 月 13 日から 1 週間テト休暇（ベトナムの旧正月）となり、市場はクローズして

いたが、市場が再開した 19 日から月末にかけて、月末決済用のドル需要が増加してい

ったため、市中取引レートは大幅なドン安が進んだ。月末日である 2 月 28 日付の市中

取引レートは USD = VND19,200 まで進行。中銀規定レートのシーリングは USD = 

VND19,100 台で維持されることから、市中取引レートとの乖離幅は VND100 ほどとな

り（1 月中旬と同レベル）、相場はドン安に拍車がかかった。 

しかし 3 月に入り、USD = VND18,544（シーリングは USD = VND19,100 台で）維持

された一方、市中取引レートは USD = VND19,200（3 月 1 日）から USD = VND19,120

（3 月 12 日）と徐々にドン高に進んだ。結果、市中取引レートとシーリング・レート

との乖離幅は VND100（3 月 1 日）から VND20（3 月 12日）まで狭まった。 

一部企業においてドル買いからドル借りへシフトするような動きが出てきており、結

果として為替市場におけるドル買い・ドル売りの需要が減少したため、市中取引レート

とシーリング・レートとの乖離幅は多少狭まったのだが、引き続きドル供給はまだタイ

トな状況と思われている。ベトナム総合統計局によると、2010年 1 月から 2 月まで実

施された FDI（直接海外投資）は USD11億ドル（昨年比 10%増加）であった一方、同

期間の貿易赤字は USD18億（昨年比 39.5%増加）と報告された。更に、7 社の国営企業

が強制売却させられてた外貨額5も 2月初めに USD4.5億と発表された時点から更新され

                                                   
3 中央銀行規定により、ベトナム中銀発表の USD/VND レート(中銀レート)のバンド・レンジで、市中銀行は為替の 

値付けが可能。2009 年 3 月 23 日から、622/QD-NHNN により、市中銀行が値付けが可能な為替レンジはベトナム

中銀発表の USD/VND レートの 5％へと規定。（レンジの上限：表中のシーリング・レート、下限：同フロアレート） 

2009 年 11 月 26 日より、取引幅を 3%に変更。 

4 2010 年 2 月 11 日より、通達 03/2010/TT-NHNN で、VND 対 USD で 3.25％切り下げに変更。 

5 2009 年 12 月 23 日に、2578/TTg-KTTH の首相通達が公表される。これより、下記 7 社の国営企業が市中銀行に預か 

６．ベトナムドン 2 月為替情報 

本コーナーでは、ベトナムドンの為替レート動向についてご紹介します。 

執筆：みずほコーポレート銀行ハノイ支店 

mailto:v.linh@fairsolution.or.jp
mailto:anh.le@fairsolution.vn
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対ドル為替相場推移 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本情報は、様々な情報源に基づき、あくまで貴社のご参考を目的として提供されたものであり、弊行の為替相場推移についての考え方を
お示しするものではありません。ご照会につきましては、弊行の担当までご連絡溜賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

2009 年 10～12 月期の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋6.9％で、7～9 月期の＋6.0％から加

速した（09 年通年では＋5.3％）。景気は拡大傾向が続いていると判断される。 

特に輸出の増加が目立っており、09 年 10～12 月期は、通関ベース・ドル建てで前年比

＋7.0％と 3 四半期ぶりのプラスとなった。主要輸出先である米国経済が持ち直してきたこ

とが大きな要因と見られる。一方、好調な内需を反映し、09 年 10～12 月期の輸入は前年

比＋23.8％の大幅増となり、同期の貿易赤字は 50 億ドルを突破した。 

投資は増加傾向で、これまでの政府部門に代わり、外資系部門がけん引役となってきた。

個人消費も堅調に推移している。輸出や投資の増加を受け、雇用・所得環境が改善してき

たことが背景にある。 

消費者物価指数は上昇傾向で、インフレ懸念は依然解消されていない。食品価格、住居

費、運輸料金（図表ではその他に含まれる）などが上昇している。 

                                                                                                                                                     

っているドル預金残高を金融機関に売ることとなる。（Vietnam Oil and Gas Group, Vietnam National Coal ï Mineral  

Industries Group, Vietnam Northern Food Corporation, Vietnam Southern Food Corporation, Lilama Corporation, Southern  

Airports Corporation and Vietnam National Chemical Corporation） 

７．経済動向 

今月は、2009年 10～12月までのベトナム経済動向をお知らせいたします。 

作成：みずほ総合研究所 
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10 年を展望すると、貿易赤字拡大やインフレへの懸念が出ていることから、財政・金融

政策は基本的に引き締め方向となろう。これにより、内資による投資が減速する可能性が

ある。一方、緩やかな景気回復が見込まれる米国向けや、経済が好調なアジア向けを中心

に輸出が拡大し、経済成長のエンジンとなろう。輸出の回復を受け、直接投資の増加や雇

用環境の改善が促されることから、民需も堅調に拡大する見通しである。政府は、10 年の

実質ＧＤＰ成長率目標を＋6.5％としている。 

 

図表 消費者物価指数 
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［ご注意］ 
1.  本資料は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、

それぞれの専門家にご相談ください。 
2.  本資料の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定され、その内容の第

三者への開示は禁止されています。 
3.  本資料の著作権は、原則として当行に帰属します。いかなる目的であれ本誌の一部または全部について無断で、いかなる方法に

おいても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 
4.  本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としてものではありません。本資料記載の情報

は、当行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありま
せん。当行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負いません。 

 Vol. 15    
サイゴンインベストグループ(SGI)会長インタビュー 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「諺から考察するベトナム文化②」 
ベトナム法務「技術移転に関する新しい規則」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第2回「ベトナム駐在員の所得税の計算②」 
工業団地便り「トゥアンダオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 16    
株式会社多加良製作所インタビュー「金型メーカーとして 

ベトナムで日本のものづくりを定着させる」 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「ベトナム豆知識 ベトナム式接待方法」 
ベトナム法務「投資関連法の修正案について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第3回「ベトナム駐在員の 

個人所得税の計算③」 
工業団地便り「ディン・ブー工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 17    
株式会社メトランインタビュー～人口呼吸器を日本から世界へ  

日本に帰化したベトナム人が日本で奮闘～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「日本人とベトナム人の『常識』を考える」 
ベトナム法務「投資証明書及び営業登録証明書に関する問題点」 
実務に役立つベトナム税務Q&A  

第4回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算④」 
産業別リポート「ベトナムのオートバイ産業」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 18    
日本ロジテム株式会社～インドシナ国際輸送をいち早く確立、日系企業  

のお手伝いを 中西弘毅社長インタビュー～ 
人事・労務「日本人とベトナム人との人間関係の構築の違い」 
ベトナム法務「外国人の不動産所有に関する新しいDecreeについて」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第5回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑤」 
工業団地便り「オンケオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 19    
ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社 駐在員事務所長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  

「日本でベトナムの理解を深め、投資促進を」 
ベトナム投資Q&A「従業員の海外研修後の転職防止対策」 
人事・労務「ベトナム人の『言い訳』の理由」 
ベトナム法務「ベトナム企業に対する外国からの投資に関する規制 

について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第6回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑥」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向「2009年4～6月の動向」 
 
 

 Vol. 20    
ドムタムグループVO QUOC THANG会長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  
「元国会議員の経験を生かし、ベトナム発展のための支援に取り組む」 
ベトナム投資Q&A「女性労働者の妊娠・出産に関する法制度」 
人事・労務「ベトナム人職員との信頼関係」 
ベトナム法務「個人所得税について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第7回「外国契約税の基礎①」 
工業団地便り｢DAI DANG 工業団地｣ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 21    
バニクン省Ngo党書記らが来日、みずほ銀行を表敬訪問  

～ハノイ市から30分の好立地をアピール～ 
ベトナム投資Q&A「外国人の健康保険」 
人事・労務「日本人とベトナム人の優先順位の違い」 
ベトナム法務「経済特区で従事する従業員の所得税の減額措置について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第8回「外国契約税の基礎②」 

～租税条約の適用がある外国に所在する法人と契約を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 22    
スターツインタビュー ～ベトナム･ハノイ市で不動産業を展開、 

日系進出企業の需要高まる～ 
ベトナム投資Q&A「労働安全及び衛生に関する規定」 
人事・労務「離職率低下のためのモチベーションマネジメント」 
ベトナム法務「ベトナムでの建設プロジェクトに関する法改正」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第9回「外国契約税の基礎③」～租税条約の適用 
がある外国に所在する法人との間で契約(税抜ベース)を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン11月為替情報 
経済動向（2009年7～9月） 
 
 
 Vol. 23    
インタビュー 株式会社ルキナ  

～ベトナムの女性にもダイヤモンドの魅力を伝えたい～ 
ベトナム投資Q&A「年次有給休暇が消化できない場合」 
人事・労務「離職率低下防止のためのモチベーションマネジメント」 
ベトナム法務「マネーロンダリング規制に関する新法」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第10回「外国契約税の基礎④」 
～ハイブリッド方式に基づく外国契約税の計算～ 
ベトナムドン12月為替情報 
経済動向 
  Vol. 24    
インタビュー 株式会社アジア･ニュー･パワー ディン ゴック ハイ氏  

～ベトナムのインフラ投資で日本の技術を紹介したい～ 
ベトナム投資Q&A「短期就労の外国人労働許可証について」 
人事・労務「人材流出・賃金交渉防止へのアプローチ」 
ベトナム法務「労働集約型プロジェクトに対する減税措置」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第11回「外国契約税の基礎⑤」 

～ベトナムが外国契約税と恒久的施設との関係～ 
ベトナムドン1月為替情報 
経済動向（～2010年2月） 
 


